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【参考２】酒類販売管理者選任（解任）届出書様式及びその記載例 

届出書は国税庁ホームページでダウンロードできます。 

 

  

 

記 載 例 
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【参考３】「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書様式 

報告書は国税庁ホームページでダウンロードできます。 
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ｔご注意ください！ 

複数の販売場をお持ちの場合は、いずれか１つの販売場（本店又は任意の販売場）の報告書にのみ記載してください。 

（全ての販売場の報告書に記載する必要はありません。） 
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を
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し
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は
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記
載
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の
な
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し
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す
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酒類の自動販売機を設置している場合は、

記載漏れのないようお願いします。 
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【メ モ】 









































































































































第２章 酒類小売業者等が酒類の販売業務に関して遵守しなければならない法令 
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２ 不当廉売に関する公正取引委員会の対応 

(1) 申告事案に対する迅速処理 

申告のあった事案に関しては、処理結果を通知するまでの目標処理期間を原則２

か月以内として、迅速に処理する。 

(2) 不当廉売事案に対する厳正な対処 

大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案で、

周辺の酒類販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては、周辺の酒

類販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題のみられる事案

については排除措置命令や警告に至らない場合であっても責任者を招致するなど

した上で、文書で注意を行うなど、厳正に対処する。 

(3) 価格動向のフォローアップ 

警告、注意等を行った事業者に対しては、再発防止、違反行為の未然防止等の観

点から、その後の価格動向について情報収集を行う。 

 

(5) 優越的地位の濫用についての公正取引委員会の考え方 

公正取引委員会は、平成 21 年６月の独占禁止法の改正により、優越的地位の濫用が

課徴金納付命令の対象となったことから、優越的地位の濫用規制の考え方を明確化す

ること等により、法運用の透明性を一層確保し、事業者の予見可能性をより向上させ

るため、平成 22 年 11 月 30 日付で「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え

方」を策定しました。 

 出典：公正取引委員会ホームページ（http://www.jftc.go.jp） 
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２ 酒類課税数量の推移（国税局分及び税関分の合計） 

 
年  度 

 
品  目 

平 23 28 令元 2 3 

 対 23 年度

比 

対 28 年度

比 

対前年度比 

 
 

清 酒 

kℓ 
 

603,026 

kℓ 
 

538,071 

kℓ 
 

457,529 

kℓ 
 

414,265 

kℓ 
 

399,413 

％ 
 

66.2 

％ 
 

74.2 

％ 
 

96.4 

 

合 成 清 酒 
 

41,407 
 

31,269 24,796 
 

19,747 
 

18,965 
 

45.8 
 

60.7 
 

96.0 

 

連 続 式 蒸 留 焼   酎 
 

450,259 
 

385,616 354,741 
 

326,019 
 

313,642 
 

69.7 
 

81.3 
 

96.2 

 

単  式  蒸  留  焼  酎 
 

507,541 
 

479,533 423,674 
 

405,839 
 

391,025 
 

77.0 
 

81.5 
 

96.3 

 

み り ん 
 

104,253 
 

106,213 100,142 
 

93,046 
 

94,999 
 

91.1 
 

89.4 
 

102.1 

 

ビ ー ル 
 

2,859,334 
 

2,709,758 2,353,773 
 

1,828,322 
 

1,935,634 
 

67.7 
 

71.4 
 

105.9 

 

果 実 酒 
 

302,045 
 

368,297 375,408 
 

348,382 
 

337,952 
 

111.9 
 

91.8 
 

97.0 

 

甘   味   果   実  酒 
 

7,834 
 

7,627 10,250 
 

9,459 
 

7,591 
 

96.9 
 

99.5 
 

80.3 

 

ウ   イ   ス   キ ー 
 

96,195 
 

148,824 194,121 
 

161,630 
 

160,189 
 

166.5 
 

107.6 
 

99.1 

 

ブ  ラ  ン  デ  ー 
 

6,872 
 

5,777 4,867 
 

4,421 
 

4,369 
 

63.6 
 

75.6 
 

98.8 

 

発 泡 酒 
 

854,538 
 

732,058 595,664 
 

603,576 
 

596,102 
 

69.8 
 

81.4 
 

98.8 

 

リ   キ   ュ   ー ル 
 

2,058,462 
 

2,191,445 2,526,665 
 

2,647,334 
 

2,441,809 
 

118.6 
 

111.4 
 

92.2 

 

ス  ピ  リ  ッ  ツ 等 
 

319,542 
 

568,664 839,651 
 

933,802 
 

998,440 
 

312.5 
 

175.6 
 

106.9 

 

そ の 他 の 醸 造 酒 等 
 

724,368 
 

500,292 387,924 
 

345,128 
 

292,346 
 

40.4 
 

58.4 
 

84.7 

 

合 計 
 

8,935,681 
 

8,773,475 8,649,230 
 

8,141,003 
 

7,992,496 
 

89.4 
 

91.1 
 

98.2 

(注) １  本表は、主として「国税庁統計年報」によった。 

２  品目は、平成 18 年度改正後の酒税法の品目によった。 

３  スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 
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３ 酒税課税額の推移（国税局分及び税関分の合計） 

 
年  度 

 
品  目 

平 23 28 令元 2 3 

 対 23 年度比 対 28 年度比 対前年度比 

 
 

清 酒 

百万円 
 

69,517 

百万円 
 

61,674 

百万円 
 

52,271 

百万円 
 

45,099 

百万円 
 

41,862 

％ 
 

60.2 

％ 
 

67.9 

％ 
 

92.8 

 

合 成 清 酒 
 

4,113 
 

3,105 
 

2,461 

 

1,959 
 

1,881 
 

45.7 
 

60.6 
 

96.0 

 

連  続  式  蒸  留  焼 酎 
 

106,657 
 

91,265 
 

83,768 

 

77,255 
 

74,545 
 

69.9 
 

81.7 
 

96.5 

 

単   式   蒸   留   焼 酎 
 

121,582 
 

114,534 
 

101,095 

 

96,962 
 

93,328 
 

76.8 
 

81.5 
 

96.3 

 

み り ん 
 

2,085 
 

2,124 
 

2,002 

 

1,861 
 

1,900 
 

91.1 
 

89.5 
 

102.1 

 

ビ ー ル 
 

627,879 
 

594,817 
 

516,403 

 

383,095 
 

386,184 
 

61.5 
 

64.9 
 

100.8 

 

果 実 酒 
 

23,990 
 

29,285 
 

29,849 

 

29,277 
 

30,030 
 

125.2 
 

102.5 
 

102.6 

 

甘    味    果    実  酒 
 

973 
 

937 
 

1,199 

 

1,082 
 

895 
 

92.0 
 

95.5 
 

82.7 

 

ウ  イ  ス  キ   ー 
 

36,151 
 

49,276 
 

63,211 

 

58,997 
 

57,513 
 

159.1 
 

116.7 
 

97.5 

 

ブ ラ ン デ ー 
 

2,651 
 

2,226 
 

1,882 

 

1,720 
 

1,687 
 

63.6 
 

75.8 
 

98.1 

 

発 泡 酒 
 

114,648 
 

98,755 
 

80,309 

 

81,289 
 

80,276 
 

70.0 
 

81.3 
 

98.8 

 

リ キ  ュ ー  ル 
 

170,088 
 

180,515 
 

208,673 

 

239,434 
 

248,063 
 

145.8 
 

137.4 
 

103.6 

 

ス  ピ  リ  ッ  ツ    等 
 

30,045 
 

50,556 
 

73,087 

 

80,409 
 

84,655 
 

281.8 
 

167.4 
 

105.3 

 

そ の 他 の 醸 造 酒  等 
 

58,359 
 

40,402 
 

31,371 

 

31,517 
 

31,731 
 

54.4 
 

78.5 
 

100.7 

 

合 計 

 

1,368,738 
 

1,319,472 
 

1,247,581 

 

1,129,960 
 

1,134,548 
 

82.9 
 

86.0 
 

100.4 

(注) １    本表は、主として「国税庁統計年報」によった。 

２    品目は、平成 18 年度改正後の酒税法の品目によった。 

３    スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 










































































































	資料②_R5【修正】モデルテキスト２.pdf
	r05_07_01.pdf



